
長野市議会委員会条例の一部を改正する条例（案） 

 

長野市議会委員会条例（昭和42年長野市条例第84号）の一部を次のように改正する。 

 

第21条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


